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１ 

 

   所管部課名  総務部 危機対策局 危機対策課 

 

 
事 業 名 

 

 

 
事業主体 

 

 

 
根 拠 法 令 等 

 

 

 
補 助 （ 貸 付 ・ 交 付 ） 基 準 等 

 

 

補 助 （ 交 付 ） 率 等 

 

 
地方債（参考） 

 

 

 

リンクページ 

 

 
備 考 

 
 

国 

 

道 

 

市町村 

 

その他 

 

消防防災施設整備
事業 

 

 

 

 

 

市町村 
 
一部事務組
合（広域連
合を含む） 

 

 

 

消防防災施設整備費補
助金交付要綱（国） 

 

 

 

 

 

 地方公共団体の消防防災施設の整備促進を図るための事業
に対し補助する 
【主な補助対象事業】 
(1) 耐震性貯水槽 
(2) 高機能消防指令センター総合整備事業 
 ほか 

 

 

 

１／３ 
及び 
１／２ 

（過疎・離
島地域 
5.5/10 等
特例有り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fdma

.go.jp/about/oth

ers/post7.html 

 

予算補助 

 

 

 

 

 

 

 

緊急消防援助隊設
備整備事業 

 

 

 

 

 

 

市町村 
 
一部事務組
合（広域連
合を含む） 

 

 

緊急消防援助隊設備整
備費補助金交付要綱
（国） 

 

 

 

 地方公共団体の緊急消防援助隊設備の整備促進を図るため
の事業に対し補助する 
【主な補助対象事業】 
(1) 災害対応特殊消防ポンプ自動車 
(2) 災害対応特殊救急自動車 ほか 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fdma

.go.jp/about/oth

ers/post7.html 

 

予算補助 

 

 

 

 

 

 

 

消防団設備整備補

助事業 

 

市町村 

 

一部事務組

合（広域連

合を含む） 

 

 

消防団設備整備費補助

金交付要綱（国） 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体における消防団の災害対応能力の向上を図る

ための設備の整備事業に対し補助する 

【主な補助対象事業】 

(1) 救急救助用器具（チェーンソー ほか） 

(2) トランシーバー 

 

 

 

１／３ 

     

https://www.fdma

.go.jp/about/oth

ers/post7.html 

 

予算補助 

津波避難施設等整

備特別対策事業費

補助金 

特別強化地

域に指定さ

れている 39

市町 

・津波避難施設等整備

特別対策事業費補助金

交付要綱(道) 

 

 日本海溝・千島海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法第 12条に規定する津波避難対策緊急事業計画

に基づいて実施する津波避難対策緊急事業に係る国の負担又

は補助の特例等を受ける整備事業で、公共事業等債を充当す

る事業に対し補助する。 

 補助対象経

費 ( ※ ) の

2/3 以内の

額 

※特措法第

1２条に規

定する市町

村が行う津

波避難対策

緊急事業計

画に基づい

て実施され

る事業に、

第 3 条の地

方債 (公共

事業等債に

限る。)を充

当 (９０％

に限る。)し

た後の市町

村負担額に

係る経費 

   ※作成中 ※要綱決裁中 



２ 

 

津波避難施設等整

備特別対策事業費

起債償還費補助金 

特別強化地

域に指定さ

れている 39

市町 

・津波避難施設等整備

特別対策事業費起債償

還費補助金交付要綱

(道) 

日本海溝・千島海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関す

る特別措置法第 12条に規定する津波避難対策緊急事業計画に

基づいて実施する津波避難対策緊急事業に係る国の負担又は

補助の特例等を受ける整備事業で、公共事業等債を充当する

事業に対し補助する。 

 補助対象経

費 ( ※ ) の

1/2 以内の

額 

※特措法第

1２条に規

定する市町

村が行う津

波避難対策

緊急事業計

画に基づい

て実施され

る事業に、

第 3 条の地

方債 (公共

事業等債に

限る。)を充

当 (９０％

に限る。)し

た場合の当

該償還年度

の元利償還

金 (交付税

措置額を除

く。) 

   ※作成中 ※要綱決裁中 

 
   所管部課名  総務部 危機対策局 原子力安全対策課 

 

 
事 業 名 

 

 

 
事業主体 

 

 

 
根 拠 法 令 等 

 

 

 
補 助 （ 貸 付 ・ 交 付 ） 基 準 等 

 

 

補 助 （ 交 付 ） 率 等 

 

 
地方債（参考） 

 

 

 

リンクページ 

 

 
備 考 

 
 

国 

 

道 

 

市町村 

 

その他 

 

広報・調査等交付金 

 

 

 

 

 

 

後志総合振
興局管内の
特定の町村 

 

 

 

 

広報・調査等交付金交
付規則（国） 

 

 

 

 

 

 

 

 原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電
に関する知識の普及、原子力発電施設等がこれらの周辺の地
域の住民の生活に及ぼす影響に関する調査並びにこれらの施
設の設置及び当該施設を設置した施設がその周辺の地域の住
民の生活に及ぼす影響に関して行われる連絡調整に関する事
業に対し補助する 
 
 
 

 

10／10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.enec

ho.meti.go.jp/ca

tegory/electrici

ty_and_gas/ritti

shien/ 

 

予算補助 

 

 

 

 

 

 

 

原子力防災対策費
補助金 

 

 

 

 

 

 

後志総合振
興局管内の
特定の町村
以外の市町
村 

 

 

原子力防災対策費補助
金交付要綱（道） 

 

 

 

 

 

 

 福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、関係自治体が実施
する原子力防災対策事業に対し、その充実、強化を図ることを
目的とした事業に対し補助する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10／10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shir

ibeshi.pref.hokk

aido.lg.jp/ts/ts

s/102954.html 

 

予算補助 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



３ 

 

 所管部課名  総務部 北方領土対策本部 北方領土対策課 

 

 
事 業 名 

 

 

 
事業主体 

 

 

 
根 拠 法 令 等 

 

 

 
補 助 （ 貸 付 ・ 交 付 ） 基 準 等 

 

 

補 助 （ 交 付 ） 率 等 

 

 
地方債（参考） 

 

 

 

リンクページ 

 

 
備 考 

 
 

国 

 

道 

 

市町村 

 

その他 

 

北方領土隣接地域
振興等事業 
 
 
 
（北方領土隣接地
域振興等補助金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（北方領土隣接地
域振興等事業推進
費補助金） 

 

 

 
 
 
 
 
北方領土問
題等の解決
の促進のた
めの特別措
置に関する
法律第 10条
第 1 項に規
定する北方
領土隣接地
域の市若し
くは町 
 
北海道の区
域内の公共
的団体等 

 

 

 

 

 

 

根室振興局
管内の市又
は町（当該
市又は町に
よって構成
される一部
事務組合等
を含む） 

 

 

北方領土問題等の解決
の促進のための特別措
置に関する法律（昭和
５７年法律第８５号） 
 
北方領土隣接地域振興
等補助金交付要綱 
（道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北方領土隣接地域振興
等事業推進費補助金交
付要綱（国） 
 
北方領土隣接地域振興
等事業実施要綱（国） 

 

 

 
 
 
 
 
 北方領土問題及びこれに関連する諸問題の解決の促進を図
るため、予算の範囲内で補助する 
【補助対象事業】 
１ 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定のための
事業 

(1) 北方領土隣接地域の特性に即した基幹的な産業の振興に
資するための事業 

(2) 教育施設、文化施設、生活環境施設及び厚生施設の整備 
に関する事業 

２ 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての
世論の啓発に関する事業 

３ 北方地域元居住者の援護等に関する事業 
(1) 北方地域元居住者がその能力に適合した職業に就くこと
ができるようにするための技能研修及び知識の習得その他
その生活の安定及び福祉の増進を図るための事業 

(2) 北方地域元居住者が北方領土問題の解決のための諸施策
の推進を図る上において特別の地位にあることについての
認識を深めるのに資する事業 

 

 

 

北方領土隣接地域における魅力ある地域社会の形成に係る
施策を推進し、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安
定の充実を図るため、予算の範囲内で補助する 
【補助対象事業】 
１ 活力ある地域経済の展開に向けた取組（農水産物の需要
拡大及び農水産物の付加価値向上に資する事業） 

(1) 農水産物消費拡大推進事業 
(2) 農水産物高付加価値化推進事業 
２ 地域の資源を活かした交流・関係人口の拡大に向けた取
組（北方領土の交流拠点の整備並びに地域の魅力を活用し
た広域周遊観光ルートづくり及び関係人口拡大のための環
境整備に資する事業） 

(1) 四島交流拠点活力向上事業 
(2) 周遊観光地域づくり事業 
(3) 関係人口拡大推進事業 
３ ゆとりと安心の実感できる地域社会の形成に向けた取組
（地域の医療を支える遠隔医療及び救急医療に資する事
業） 

(1) 遠隔医療支援事業 
(2) 救急医療用ヘリコプター臨時離着陸場設備整備事業 
４ 社会・経済の安定的な発展の基盤の形成に向けた取組（地
域の地震・津波防災対策の推進に資する事業） 

  地域地震・津波防災力向上支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／２ 

以内 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

２／３ 
以内 

 
 
 

 
9.5/10 
以内 

9.9/10 
以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nemu

ro.pref.hokkaido

.lg.jp/ts/hrt/ho

zyokouhyou.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nemu

ro.pref.hokkaido

.lg.jp/ts/hrt/ho

zyokouhyou.html 

 

 

 

 
 
 
 
 
予算補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算補助 

 

  

 
１／３ 

 
 
 
 

 

 

 

 
0.5/10 

 
0.1/10 

 

 

 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 

 

 

（北方領土隣接地
域振興加速化補助
金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根室振興局
管内の市又
は町（当該
市又は町に
よって構成
される一部
事務組合等
を含む） 
 
営利を目的
としない団
体 

 

 

 

 

 

 

北方領土隣接地域振興
加速化補助金交付要綱
（道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法
律（昭和５７年法律第８５号）第６条の規定に基づいて策定し
た「第９期北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に
関する計画」（以下「第９期振興計画」という。）の着実な推
進と地域課題への対応を図るため、予算の範囲内で補助する。 
 
【補助対象事業】 
 第９期振興計画に基づき市町等が実施する重点施策に係る
事業。 
 ただし、同計画の第４章「計画の推進体制」の２に規定する
「重点施策に係る実施計画」に位置付けられた事業とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１／２ 
以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１／２ 

 

  

https://www.nemu

ro.pref.hokkaido

.lg.jp/ts/hrt/ho

zyokouhyou.html 

 

 

予算補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   


